
１． 管理職への任用に関する状況（平成30年10月１日時点）

（１）管理職員数及び割合

Ⅰ種試験等 Ⅱ種試験等 Ⅲ種試験等 その他 合計

うち女性 うち女性 　 うち女性 うち女性 うち女性

人数(人) 108 19 22 2 32 0 20 2 182 23

割合 59.3% 17.6% 12.1% 9.1% 17.6% 0.0% 11.0% 10.0% 100% 12.6%

人数(人) 94 7 7 2 8 0 17 3 126 12

割合 74.6% 7.4% 5.6% 28.6% 6.3% 0.0% 13.5% 17.6% 100% 9.5%

（２）管理職員の府省間人事交流の実施状況

室長級 課長級 合計 室長級 課長級 合計

36 36 72 12 6 18

7 割合については、小数第二位で四捨五入しているため、それぞれの合計の数字と合わないことがある。以下同じ。

平成30年12月21日

採用府省以外の府省
での勤務者数

（他府省への出向数）

採用府省以外の府省
からの勤務者数

（他府省からの出向数）

厚 生 労 働 省

「Ⅰ種職員等」とは、国家公務員採用Ⅰ種試験、その他Ⅰ種試験に準ずる試験をいう。

「Ⅱ種職員等」とは、国家公務員採用Ⅱ種試験、法務教官採用試験、外務専門職採用試験、国税専門官採用試験、労
働基準監督官採用試験、その他Ⅱ種試験に準ずる試験をいう。

「管理職（管理職員）」とは、本府省内部部局、外局の内部部局、内閣府地方創生推進事務局、内閣府知的財産戦略推
進事務局、内閣府宇宙開発戦略推進事務局、内閣府北方対策本部、内閣府子ども・子育て本部、内閣府総合海洋政策
推進事務局、内閣府国際平和協力本部に属する官職であって、職制上の段階が「室長級」又は「課長級」の官職を占め
る職員をいう。専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員については対象外。

管理職への任用状況等について（平成30年度）

(注)１

2

6 女性の割合は、採用試験別の人数に対する割合を表す。

4 「Ⅲ種職員等」とは、国家公務員採用Ⅲ種試験、皇宮護衛官採用試験、刑務官採用試験、入国警備官採用試験、その
他Ⅲ種試験に準ずる試験をいう。

「その他」とは、選考採用などをいう。5
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２． 本府省管理職に初めて任用された者についての状況（平成29年10月２日～平成30年10月１日）

（１）本府省管理職に初めて任用された職員の採用試験の種類及び勤続年数
イ

Ⅰ種試験等 Ⅱ種試験等 Ⅲ種試験等 その他 合計

うち女性 うち女性 　 うち女性 うち女性 うち女性

人数(人) 20 1 13 0 11 0 7 1 51 2

割合 39.2% 5.0% 25.5% 0.0% 21.6% 0.0% 13.7% 14.3% 100% 3.9%

人数(人) 14 0 3 0 3 0 4 0 24 0

割合 58.3% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 16.7% 0.0% 100% 0.0%

ロ 本府省室長級の官職に初めて任用された職員についての採用から当該任用までに要した勤続年数

ハ 本府省課長級の官職に初めて任用された職員についての採用から当該任用までに要した勤続年数

課長級

室長級

本府省室長級又は課長級の官職に任用されたことのない職員のうち、初めて本府省室長級又は課長級の
官職に任用された職員数及び割合
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（２）本府省室長級又は課長級の官職に初めて任用された職員の出向経験
（単位：人）

「出向」には、他府省、在外公館、地方公共団体、民間企業等が含まれる。

３． これまでの慣行にとらわれない人事運用を行った取組例（平成29年10月２日～平成30年10月１日）

・幅広い分野にわたって国民生活に身近な行政を遂行するに当たり、法適合性を高めるため、大臣官房総
務課に法務担当参事官を新たに設置し、厚生労働本省の官職としては初めて検察官を登用することとし
た。
・建設、自動車運送分野の働き方改革を推進するため、「大臣官房審議官（労災、建設・自動車運送分野担
当）」のポストに、他省庁人事交流職員を起用した。
・幹部職ポストの「職業安定局雇用開発部長」に、22年ぶりにⅠ種（心理）試験採用職員を起用した。
・Ⅰ種試験採用職員が就いていた「職業安定局雇用開発部地域雇用対策課長」ポストに、初めて初級試験
採用職員を起用した。

１回０回

16 9

(注)

２回以上

26

課長級 191 4

室長級

出向回数



４． 採用（選考を含む）の状況（平成29年10月２日～平成30年10月１日）

（１）採用職員数
（単位：人）

（２）選考によって新たに採用した者のうち、公募手続を経て採用した者の状況
（単位：人）

選考によって新たに採用した者

うち女性 うち公募手続を経て採用した者

（割合） （割合） うち女性 （割合）

330 64.1% 446 86.6% 288 64.6%

（３）選考採用者のうち公募手続を経ずに採用した者について、公募手続を行わなかった具体的理由

（４）職位ごとの選考によって新たに採用した者の人数
（単位：人）

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

0 0 4 1 77 31 434 298

総数 うち女性

・産前・産後休暇を取得する職員の代替職員として採用された任期付職員を、引き続き、育児休業法の規定
に基づく任期付職員として採用したため。
・療養所における介護業務にあたる看護助手であり、ハンセン病の知識及び看護経験が必要であるため。
・産休代替任期付職員１名（係長以下級）が、平成２９年１１月１３日から平成３０年２月１７日までの任期で
勤務していたが、公募手続きを行わず、平成３０年２月１８日から平成３０年１２月３１日までの任期で引き続
き育休代替任期付職員として採用することとしたため。
・指導医療官及び再生医療推進専門官は、医療に関する知識・経験の他、その職務の性質上高い資質等
が求められるため。
・産前産後休暇任期付き職員を引き続いて、育休代替任期付き職員として再採用したため。
・育児休業職員の休業期間延長により任期を更新しており、更新前の任期（1年間）の業務経験により知識、
経験の十分な蓄積がみられたため(人事院規則８－１２第２２条)。

515

7021523

幹部職（相当職含む） 管理職（相当職含む） 課長補佐（相当職含む） 係長（相当職含む）以下

(注) 「選考によって新たに採用をした者」とは、一般職の常勤職員に係る選考採用のうち、特別職・地方公共団体・行政執
行法人等からの選考採用、かつて職員であった者の選考採用又は人事交流の一環として行われる選考採用を除いた
ものをいう。



（５）選考採用により管理職以上を採用した事例

・国立保健医療科学院統括研究官
・国立社会保障・人口問題研究所人口構造研究部長
・国立感染症研究所薬剤耐性研究センター長


